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○工事設計業務契約書についての一部を改正する通達新旧対照条文 

 

改     正 

今般改正（平成２３年１１月１８日国空予管第２０９号） 

 

現     行 

制定（平成２２年１０月２９日国空予管第６２９－２号） 

 

工事設計業務契約書 

 

（中略） 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第４１条の２ 受注者（設計共同体にあっては、その構成員）が、次に掲げる

場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務

料（この契約締結後、業務料の変更があった場合には、変更後の業務料）の

１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わな

ければならない。 

 

（一から三は略） 

 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第

８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したと

き。 
 

（以下省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

工事設計業務契約書 

 

（中略） 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第４１条の２ 受注者（設計共同体にあっては、その構成員）が、次に掲げる

場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務

料（この契約締結後、業務料の変更があった場合には、変更後の業務料）の

１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わな

ければならない。 

 

（一から三は略） 

 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含

む。）の刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３又は独占禁止法第

８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したと

き。 
 

（以下省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


